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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
車両を目的地に向けて案内する車載用ナビゲーション装置において、
車両の現在位置を検出する車両位置検出手段と、
高速道路の出口、施設を含む地図データを記憶した地図データ記憶手段と、
高速道路を走行中に前記車両位置検出手段により検出した車両位置に基づいて、次の高速
道路出口から所定距離内に位置する施設を前記地図データから探索する施設探索手段と、
該施設探索手段により探索した施設を表示する表示手段とを備えることを特徴とする車載
用ナビゲーション装置。
【請求項２】
地図を表示せずに矢印表示で目的地までの案内を行う車載用ナビゲーション装置において
、
車両の現在位置を検出する車両位置検出手段と、
施設の位置および名称を含む地図データを記憶した地図データ記憶手段と、
目的地を入力する目的地入力手段と、
該目的地入力手段により入力された目的地までの誘導経路を探索する誘導経路探索手段と
、
該誘導経路探索手段により探索した誘導経路沿いに位置し、車両位置から所定距離内に位
置する施設を前記地図データから検索する施設検索手段と、
該施設検索手段により検索した施設を車両位置からの距離と共に表示する表示手段とを備
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えることを特徴とする車載用ナビゲーション装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は車載用ナビゲーション装置に係り、特に、次の高速道路出口から所定距離以内に
位置する施設や、誘導経路沿いで車両から所定距離以内に位置する施設を検索して表示す
る車載用ナビゲーション装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
車載用ナビゲーション装置は、地図データを記録したＣＤ－ＲＯＭ又はＤＶＤ－ＲＯＭ（
以下、単に「ＣＤ－ＲＯＭ」という）等の地図データ記憶装置と、ディスプレイ装置と、
ＧＰＳ受信機、ジャイロ及び車速センサ等の車両の現在位置及び現在方位を検出するセン
サ等を有し、車両の現在位置を含む地図データをデータ記憶装置から読み出し、該地図デ
ータに基づいて車両位置の周囲の地図画像をディスプレイ画面に描画すると共に、車両位
置マーク（ロケーション）をディスプレイ画面に重ね合わせて表示し、車両の移動に応じ
て地図画像をスクロール表示したり、地図画像を画面に固定し車両位置マークを移動させ
たりして、車両が現在どこを走行しているのかを一目で判るようにしている。
【０００３】
また、通常、車載用ナビゲーション装置には、ユーザが所望の目的地に向けて道路を間違
うことなく容易に走行できるようにした誘導経路機能が搭載されている。この経路誘導機
能によれば、地図データを用いて出発地から目的地までを結ぶ最もコストが低い経路を横
型探索法又はダイクストラ法等のシミュレーション計算を行って自動探索し、その探索し
た経路を誘導経路として記憶しておき、走行中、地図画像上に誘導経路を他の道路とは色
を変えて太く描画して画面表示したり、車両が誘導経路上の進路を変更すべき交差点に一
定距離内に近づいたときに、地図画像上の進路を変更すべき交差点に進路を示す矢印を描
画して画面表示したりすることで、ユーザを目的地まで案内する。
【０００４】
なお、コストとは、距離を基に、道路幅員、道路種別（一般道か高速道かなど）、右折及
び左折等に応じた定数を乗じた値や車両の走行予測時間などであり、誘導経路としての適
正の程度を数値化したものである。距離が同一の２つの経路があったとしても、ユーザが
例えば有料道路を使用するか否か、走行距離を優先するか走行時間を優先するかなどを指
定することにより、コストは異なったものとなる。
【０００５】
ＣＤ－ＲＯＭ等の地図データ記憶装置に記憶されている地図は、１／１２５００、１／２
５０００、１／５００００及び１／１０００００等の縮尺レベルに応じて適当な大きさの
経度幅及び緯度幅に区切られており、道路等は経度及び緯度で表現された頂点（ノード）
の座標集合として記憶されている。道路は２以上のノードの連結からなり、２つのノード
を連結した部分はリンクといわれる。また、地図データは、（１）道路リスト、ノードテ
ーブル及び交差点構成ノードリスト等からなる道路レイヤ、（２）地図上に道路、建物、
施設、公園及び河川等を表示するための背景レイヤ、（３）市町村名などの行政区画名、
道路名、交差点名及び建物の名前等の文字や地図記号等を表示するための文字・記号レイ
ヤなどから構成される。
【０００６】
また、上述の地図を表示するタイプのナビゲーション装置の他に、地図を表示せずに矢印
表示により目的地までの案内を行うタイプのナビゲーション装置もある。
【０００７】
地図を表示するタイプのナビゲーション装置は、自車位置を示す車両マークと共に車両周
辺の地図を表示するので、常に、車両周辺の地図情報を得ることができ、現在、何処に居
るのか一目で判るという特徴がある。
【０００８】
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一方、地図を表示せずに矢印表示だけで目的地までの経路を案内するタイプのナビゲーシ
ョン装置は、地図を表示しないのでディスプレイ画面を小さくでき、また、簡単な矢印表
示により案内するので走行中に一目で理解することができ安全であるという特徴がある。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、従来のナビゲーション装置では、目的地を設定して経路案内に従って高速道路
を走行している時に、ユーザが急に、高速道路外にある施設に立ち寄ろうと思った場合、
所望の施設はどの高速道路出口で降りればよいのかを知ることが難しかった。
【００１０】
例えば、目的地に向かって高速道路を走行中に、途中で食事をとるためにレストランに立
ち寄りたいと思った場合、従来のナビゲーション装置では、どの出口で高速道路を降りれ
ば近くにレストランがあるのか、効率的なのかを判断することが難しかった。
【００１１】
また、地図を表示せずに矢印表示のみで目的地までの案内を行うタイプのナビゲーション
装置では、誘導経路を走行しているときに、誘導経路沿いに位置する施設の表示を行うも
のがなかった。そのため、目的地に向けて走行中に、途中にある施設（例えばガソリンス
タンド）に立ち寄りたいと思った場合、従来のナビゲーション装置では、誘導経路沿いに
どんな施設があるのかを知ることが難しかった。地図を表示せずに矢印表示のみで経路案
内を行うナビゲーション装置では、誘導経路沿いにどのような施設が存在するのか知るこ
とが難しく、不便であった。
【００１２】
例えば、地図表示をせずに矢印表示で目的地まで案内するナビゲーション装置を使用して
、矢印表示に従って目的地までの誘導経路上を走行中に、ガソリンスタンドによって給油
をしたいと思っても、従来のナビゲーション装置では、目的地へ向けての矢印表示しかし
ないため、誘導経路上をどれだけいけばガソリンスタンドがあるのか知ることが難しかっ
た。
【００１３】
以上から、本発明の目的は、高速道路の出口から所定距離内の施設リストを高速道路出口
毎に記憶しておき、高速道路を走行中に、次の出口から行くことのできる施設を容易に検
索できる車載用ナビゲーション装置を提供することである。
【００１４】
また、本発明の目的は、地図表示をせずに矢印表示で目的地までの案内を行う車載用ナビ
ゲーション装置で、誘導経路沿いに位置する施設をユーザに判り易く表示する車載用ナビ
ゲーション装置を提供することである。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
上記課題は本発明によれば、車両を目的地に向けて案内する車載用ナビゲーション装置に
おいて、車両の現在位置を検出する車両位置検出手段と、高速道路の出口、施設を含む地
図データを記憶した地図データ記憶手段と、高速道路を走行中に前記車両位置検出手段に
より検出した車両位置に基づいて、次の高速道路出口から所定距離内に位置する施設を前
記地図データから探索する施設探索手段と、該施設探索手段により探索した施設を表示す
る表示手段とを備える車載用ナビゲーション装置により達成される。
【００１６】
すなわち、以上のように構成すれば、高速道路を走行中に次の高速道路出口から容易に行
くことのできる施設を検索して表示することができる。
【００１７】
また、上記課題は本発明によれば、地図を表示せずに矢印表示で目的地までの案内を行う
車載用ナビゲーション装置において、車両の現在位置を検出する車両位置検出手段と、施
設の位置および名称を含む地図データを記憶した地図データ記憶手段と、目的地を入力す
る目的地入力手段と、該目的地入力手段により入力された目的地までの誘導経路を探索す



(4) JP 4155671 B2 2008.9.24

10

20

30

40

50

る誘導経路探索手段と、該誘導経路探索手段により探索した誘導経路沿いに位置し、車両
位置から所定距離内に位置する施設を前記地図データから検索する施設検索手段と、該施
設検索手段により検索した施設を車両位置からの距離と共に表示する表示手段とを備える
車載用ナビゲーション装置により達成される。
【００１８】
すなわち、以上のように構成すれば、地図を表示せずに矢印表示により目的地まで案内す
る車載用ナビゲーション装置で、誘導経路沿いに位置する施設を車両位置からの距離とと
もに表示することができる。
【００１９】
【発明の実施の形態】
（Ａ）本発明の概略
図１は本発明のナビゲーション装置の概略説明図である。図１（ａ）は地図を表示するタ
イプのナビゲーション装置の表示例であり、図１（ｂ）は地図を表示せずに矢印表示によ
り目的地まで案内するナビゲーション装置の表示例である。
【００２０】
図１（ａ）において、ＤＳＰはディスプレイ画面、ＨＷＹは高速道路、ＲＤは一般道路、
ＣＭは車両位置を示す車両位置マークである。ここでは、車両が高速道路を走行している
ものとする。高速道路の次の出口名ＥＸＴとともに、その出口から所定距離内に存在する
施設を示すマークＭＲＫを高速道路出口からの距離と共に地図画像に重ねて表示する。
【００２１】
図１（ｂ）において、ＤＳＰはディスプレイ画面、ＡＲＷは車両進行方向を案内する矢印
表示、ＥＸＴは次の高速道路出口名である。車両が高速道路を走行中に、次の出口方向を
示す矢印ＡＲＷ’、その高速道路の出口から所定範囲内に存在する施設を出口からの距離
と共に記号または文字で表示する。
【００２２】
このようにすれば、ユーザが目的地に向かって高速道路を走行中に途中の出口から容易に
行ける施設を出口からの距離とともに知ることができ、地理の詳しくない場所でも高速道
路の出口から容易に所望の施設を検索することができる。
【００２３】
（Ｂ）第１の実施例
図２は第１の実施例におけるナビゲーション装置の構成図である。同図において、１１は
高速道路の出口から所定距離以内に位置する施設情報を含む地図情報を記憶したＣＤ－Ｒ
ＯＭ、１２はＣＤ－ＲＯＭからの地図情報の読み取りを制御するＣＤ－ＲＯＭ制御部、１
３は車両現在位置を測定する位置測定装置であり、移動方位を検出するジャイロ等の方位
センサ、移動距離を検出する車速センサ等の距離センサ、ＧＰＳ受信機、位置計算用ＣＰ
Ｕ等で構成されている。
【００２４】
１４はＣＤ－ＲＯＭから読み出した地図情報を記憶する地図情報メモリ、１５は設定され
た誘導経路を記憶する誘導経路メモリ、１６はメニュー選択操作、地図の拡大・縮小操作
、カーソル移動（地図スクロール）操作、目的地入力操作等を行う操作部を有するリモコ
ン、１７はリモコンインタフェースである。
【００２５】
１８はナビゲーション装置全体を制御する制御部、１９はナビゲーション用の各種プログ
ラム（例えば、自車位置に応じた地図の読み出しプログラム、目的地までの誘導経路探索
プログラム等）を記憶するＲＯＭ、２０はデータ記憶用のＲＡＭ、２１は地図画像、メニ
ュー画像を発生するディスプレイコントローラ、２２は地図画像を記憶する第１ビデオＲ
ＡＭ、２３はメニュー画像を記憶する第２ビデオＲＡＭ、２４は地図画像及びメニュー画
像を合成して出力する画像合成部、２５は画像合成部から出力される地図画像、メニュー
画像を表示するディスプレイ装置（モニタ）、２６はバスである。
【００２６】
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ＣＤ－ＲＯＭ１１には、地図データに加え、各高速道路の出口に対応してその高速道路出
口から所定距離以内に位置する施設がリストとして記憶されている。図３は、高速道路の
出口から所定距離内に位置する施設のリストである高速道路出口近辺施設リストＰＬの説
明図である。高速道路出口近辺リストＰＬには、高速道路の出口毎に、▲１▼出口から所
定距離以内に位置する施設情報、▲２▼各施設の位置を表す緯度経度情報（ｘｉ，ｙｉ）
が記憶されている。
【００２７】
図４は第１実施例の動作フローを示す図であり、現在、車両は高速道路上を走行している
ものとする。
【００２８】
まず、制御部１８は、リモコン１６のメニュー選択操作により高速道路出口近辺施設検索
モードにされたか否かを判断し（ステップＳ１０１）、出口近辺施設検索モードでなけれ
ば、出口近辺施設検索モードになるまで待機する。
【００２９】
ステップＳ１０１で、出口近辺施設検索モードであれば、制御部１８は、位置測定装置１
３により測定した車両現在位置と、ＣＤ－ＲＯＭ１１に記憶してある地図データから、次
の高速道路出口を識別する（ステップＳ１０２）。
【００３０】
そして、制御部１８は、ＣＤ－ＲＯＭ制御部１２を制御してＣＤ－ＲＯＭ１１から次の高
速道路の出口に対応して記憶している出口近辺施設情報を読みだし、施設情報をディスプ
レイ画面の地図画像に重ねて表示する（ステップＳ１０３）。
【００３１】
次に、制御部１８は、ユーザがディスプレイ画面に表示された施設情報の中から、所望の
施設を選択したか否かを判断し（ステップＳ１０４）、所望の施設が選択されない場合、
制御部１８は、出口近辺施設検索モードが解除されたか否かを判断する（ステップＳ１０
５）。
【００３２】
ステップＳ１０５で、出口近辺施設検索モードが解除されていれば、処理を終了し、一方
、出口近辺施設検索モードが解除されていなければ、制御部１８は、位置測定装置１３に
より測定した車両現在位置に基づいて、対象の高速道路出口を通り過ぎたか否かを判断す
る（ステップＳ１０６）。
【００３３】
ステップＳ１０６で対象の高速道路出口を通り過ぎていない場合には、ステップＳ１０４
に戻って処理を繰り返し、ステップＳ１０６で対象となる高速道路出口を通り過ぎた場合
には、ステップＳ１０２に戻り、次の高速道路出口を識別して処理を継続する。
【００３４】
ステップＳ１０４で、ユーザにより所望の施設が選択されたら、制御部１８は、該当する
高速道路出口から選択された施設までの誘導経路を探索し、誘導経路メモリ１５に記憶す
る（ステップＳ１０７）。
【００３５】
そして、制御部１８は、ステップＳ１０８で誘導経路メモリ１５に記憶した施設までの誘
導経路をディスプレイ画面に表示し、車両を案内する（ステップＳ１０８）。
【００３６】
高速道路を走行中に、次の出口から所定距離以内に位置する施設のリストを表示すること
ができ、また、施設リストから選択した施設への誘導経路を探索することができる。
【００３７】
尚、上記第１の実施例の説明では、地図を表示するタイプのナビゲーション装置の例とし
て説明したが、地図を表示せずに矢印表示により目的地まで案内するナビゲーション装置
においても、次の高速道路出口から所定距離内に存在する施設を、高速道路の出口からの
距離と共に文字表示することも可能である。この場合、表示例は図１（ｂ）に示すように
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なり、目的地への誘導を示す矢印表示のほかに、次の高速道路出口から容易に行ける施設
を車両からの距離と共に表示する。
【００３８】
（Ｃ）第２の実施例
第２実施例のナビゲーション装置は、地図を表示せずに矢印表示により目的地までの案内
を行うナビゲーション装置である。図５は第２実施例のナビゲーション装置の構成図であ
る。
【００３９】
図５において、３１は各種施設の位置、名称等を含む地図情報を記憶したＣＤ－ＲＯＭ、
３２はＣＤ－ＲＯＭからの地図情報の読み取りを制御するＣＤ－ＲＯＭ制御部、３３は車
両現在位置を測定する位置測定装置であり、移動方位を検出するジャイロ、移動距離を検
出する車速センサ、ＧＰＳ受信機、位置計算用のＣＰＵ等で構成されている。
【００４０】
３４はＣＤ－ＲＯＭから読み出した地図情報を記憶する地図情報メモリ、３５は設定され
た誘導経路を記憶する誘導経路メモリ、３６はメニュー選択操作、目的地入力操作等を行
うリモコン、３７はリモコンインタフェースである。
【００４１】
３８はナビゲーション装置全体を制御する制御部、３９はナビゲーション用の各種プログ
ラム（例えば、目的地までの誘導経路探索プログラム、案内プログラム等）を記憶するＲ
ＯＭ、４０はデータ記憶用のＲＡＭ、４１は案内用の矢印表示画像等を発生するディスプ
レイコントローラ、４２はモニタ、４３はバスである。
【００４２】
図６は本発明の第２実施例の動作フローを示す図である。ここでは、地図を表示せずに矢
印表示で目的地までの案内を行うナビゲーション装置を使用して車両が一般道路である誘
導経路上を経路案内に従って走行しているものとする。
【００４３】
まず、制御部３８は、ユーザがリモコン３６を操作して経路沿い施設探索モードにしたか
否かを判断し（ステップＳ２０１）、経路沿い施設探索モードでなければ、経路沿い施設
探索モードになるまでステップＳ２０１を繰り返す。
【００４４】
ステップＳ２０１で経路沿い施設探索モードであれば、制御部３８はＣＤ－ＲＯＭ３１に
記憶されている地図データを基に、誘導経路メモリ３５に記憶された誘導経路沿いで自車
位置から所定距離内（例えば５ｋｍ以内）の位置にある施設を検索する（ステップＳ２０
２）。次に、制御部３８は車両位置から検索した施設までの距離を計算し、検索した施設
の名称を車両位置からの距離とともに文字表示する（ステップＳ２０３）。
【００４５】
制御部３８は、ユーザのリモコン３６操作により、ディスプレイ画面に表示された施設か
ら所望の施設が選択されたか否かを判断し（ステップＳ２０４）、施設が選択されない場
合、制御部３８はユーザがリモコン３６を操作して経路沿い施設探索モードが解除された
か否かを判断する（ステップＳ２０５）。
【００４６】
ステップＳ２０５で、経路沿い施設検索モードが解除されれば、処理を終了し、一方、経
路沿い施設検索モードが解除されていなければ、制御部３８は位置測定装置３３により測
定した車両現在位置に基づいて、検索した施設を通過したか否かを判断する（ステップＳ
２０６）。
【００４７】
ステップＳ２０６で検索した施設を通過していない場合には、ステップＳ２０４に戻り処
理を繰り返し、一方、ステップＳ２０６で検索した施設を通過した場合には、ステップＳ
２０２に戻り処理を繰り返す。
【００４８】
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導経路メモリに３５に記憶し、経路案内を行う。
【００４９】
以上のようにすれば、地図表示をせずに矢印表示で目的地までの経路を案内するナビゲー
ション装置を使用して誘導経路上を走行している際に、誘導経路沿いの施設を検索して表
示することができる。
【００５０】
尚、上記第１実施例および第２実施例の説明において、ＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に記憶
されている地図情報を用いて施設の検索を行うようにしたが、車両外部との通信により得
た地図情報を用いて施設の検索を行うようにしてもよい。
【００５１】
以上、本発明を実施例により説明したが、本発明は請求の範囲に記載した本発明の主旨に
従い種々の変形が可能であり、本発明はこれらを排除するものではない。
【００５２】
【発明の効果】
以上本発明によれば、次の高速道路出口から所定距離内に位置する施設のリストを表示す
るようにしたから、高速道路を走行中に次の高速道路出口から容易に行くことのできる施
設を知ることができる。
【００５３】
また、本発明によれば、地図を表示せずに矢印表示により目的地までの案内を行うナビゲ
ーション装置で、誘導経路沿いに位置する車両位置から所定距離以内の施設を検索して表
示するようにしたから、誘導経路沿いに位置する施設を車両からの距離とともに知ること
ができ、便利である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の概略説明図である。
【図２】第１実施例のナビゲーション装置の構成図である。
【図３】高速道路出口近辺施設リストの説明図である。
【図４】第１実施例の動作フローを示す図である。
【図５】第２実施例のナビゲーション装置の構成図である。
【図６】第２実施例の動作フローを示す図である。
【符号の説明】
１１・・ＣＤ－ＲＯＭ
１２・・ＣＤ－ＲＯＭ制御部
１３・・位置測定装置
１４・・地図情報メモリ
１５・・誘導経路メモリ
１６・・リモコン
１７・・リモコンインタフェース
１８・・制御部
１９・・ＲＯＭ
２０・・ＲＡＭ
２１・・ディスプレイコントローラ
２２・・第１ＶＲＡＭ
２３・・第２ＶＲＡＭ
２４・・画像合成部
２５・・モニタ
２６・・バス
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